
 

要介護１ 369 円 738 円 1,107 円 1 12 円 24 円 36 円

要介護２ 398 円 796 円 1,194 円 2 16 円 32 円 48 円

要介護３ 429 円 858 円 1,287 円 3 20 円 40 円 60 円

要介護４ 458 円 916 円 1,374 円 4 24 円 48 円 72 円

要介護５ 491 円 982 円 1,473 円 22 円 44 円 66 円

要介護１ 383 円 766 円 1,149 円

要介護２ 439 円 878 円 1,317 円

要介護３ 498 円 996 円 1,494 円

要介護４ 555 円 1,110 円 1,665 円

要介護５ 612 円 1,224 円 1,836 円

要介護１ 486 円 972 円 1,458 円

要介護２ 565 円 1,130 円 1,695 円

要介護３ 643 円 1,286 円 1,929 円

要介護４ 743 円 1,486 円 2,229 円

要介護５ 842 円 1,684 円 2,526 円

要介護１ 553 円 1,106 円 1,659 円

要介護２ 642 円 1,284 円 1,926 円

要介護３ 730 円 1,460 円 2,190 円 Ⅰ 40 円 80 円 120 円

要介護４ 844 円 1,688 円 2,532 円 Ⅱ 60 円 120 円 180 円

要介護５ 957 円 1,914 円 2,871 円 100 円 200 円 300 円

要介護１ 622 円 1,244 円 1,866 円

要介護２ 738 円 1,476 円 2,214 円

要介護３ 852 円 1,704 円 2,556 円 60 円 120 円 180 円

要介護４ 987 円 1,974 円 2,961 円 600 円 1200 円 1800 円

要介護５ 1,120 円 2,240 円 3,360 円

要介護１ 715 円 1,430 円 2,145 円

要介護２ 850 円 1,700 円 2,550 円

要介護５ 1,290 円 2,580 円 3,870 円

円 1,779 円
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食　費 ６００円

　処遇改善加算Ⅰ 　

　昼食を提供した場合（軟菜食・きざみ食等のメニューも含む）

退院時協同指導加算 　入院中に当施設の医師またはリハビリ職がカンファレンスに参加した場合

　介護職員の賃金改善等を実施していると認められた場合　※利用者負担額（①+②+③）×０.０８６

介
護
保
険
外
費
用

　バスタオル（30円）/小タオル（10円） はくパンツ（66円）/尿パット（15円）/マスク（10円） ※提供した場合のみ請求

 文書作成費用(税込金額)  利用証明書（１，１００円）　／　領収証明書（５５０円）

実費負担  革工芸、手芸等の設定活動にて個々の作品制作に必要な材料費（制作する作品の種類等により個人キット内容と金額が異なる）

要介護3～5であって、医療依存度の高い状態の方を受け入れた場合

入浴介助加算 入浴サービス実施した場合

短期集中個別リハビリ
テーション実施加算

110 円 220 円 330 円

981 円 1,962 円 2,943

540 円 810 円

若年性認知症受入加算

生活行為向上リハビリ
テーション実施加算（月額）

1,250 2,500円 円

②
基
本
加
算

　
③
状
況
に
応
じ
た
提
供
加
算

タオル類・オムツ・マスク費用

3,750 円

重度療養管理加算

1

2

円

　若年性認知症利用者様を受け入れ、利用者様ごとの個別の担当職員を配置した場合

　利用者様の解決すべき課題の把握と改善に係る目標を設定し、リハビリを実施した場合
  　 1：開始月から起算して6ヶ月以内の期間のリハビリの質を管理した場合
   　2：開始月から起算して6ヶ月を超えた期間のリハビリの質を管理した場合
　　　　　　　　　※事業所の医師が説明し同意を得た場合は２７０円プラスされます。

円 2,274 円 3,411
円
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120円 80 円

リハビリマネジメント
加算(ロ）（月額）

リハビリマネジメント
加算(ロ）（月額）

リハビリマネジメント
加算（月額）医師説明時

1,186593

円

円 546 円 819 円

生活行為動作の充実を図る為の目標を設定したリハビリを計画的に行い、能力向上を支援した
場合（開始から6ヶ月以内）

中重度者ケア体制加算

円

５
時
間
以
上
６
時
間
未
満

６
時
間
以
上
７
時
間
未
満

退院（退所）日又は新たに要介護認定を受けた日から3ヶ月以内1週概ね2日以上の個別リハビリ
テーションを実施した場合（1回　40分）

２０２４年９月１日　作成

　　※事業所が送迎を行わない場合は、４７円（片道）減算されます

円 40 円 60 円
要介護3以上の方を積極的に受け入れ、在宅生活の継続に資するサービスを提供するため必要な
体制を整え、サービスを提供した場合

リハビリテーション提供
体制加算

リハビリテーション専門職（理学療法士、作業療法士、言語聴覚士）の配置が、人員基準より
も手厚い体制で、長時間のサービスを提供している場合

1：3時間以上4時間未満　　　2：4時間以上5時間未満
3：5時間以上6時間未満　　　4：6時間以上7時間未満

サービス提供体制強化加算Ⅰ 介護の質の向上を目指した介護福祉士有資格者の評価、人員配置上の加算

負担割合
算　定　要　件

1割 2割 3割 1割 2割 3割

①
サ
ー
ビ
ス
費

所
要
時
間

要介護度
負担割合

加　算　項　目

１
時
間
以
上
２
時
間
未
満

２
時
間
以
上
３
時
間
未
満

３
時
間
以
上
４
時
間
未
満

４
時
間
以
上
５
時
間
未
満

要介護３  諸活動材料費

要介護４ 1,137

20

円
個々の心身の状況等の基本的な情報を厚労省に提出し、サービス提供に当たって有効に活用
する場合

科学的介護推進体制
　　　　　　加算（月額）

40

友愛園 通所リハビリテーション 料金表


